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序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　パラグァイ共和国では1995年に発足した南米共同市場（メルコスール）加盟に伴う輸出力強化

のため、品質・生産性の向上に加えて国際仕様に対応できる製品の製造及び検査技術が求められ

ています。そのため、パラグァイ国内の企業の技術力の向上とともに、国内における国際的に認

知された品質検査及び認証制度の体制整備が急務となっています。

　現在、パラグァイにおいて品質検査及び認証制度を所管している国立技術標準院（INTN）で

は、そのための体制整備を進めていますが、設備・機材の老朽化及び人材の不足により期待どお

りには進んでおらず、他のメルコスール諸国に比べて、著しく遅れをとっています。

　また、現状では、輸入品に対する検査体制も確立していないため、国民生活において安全・健

康の面でも問題が生じるという危惧をもたらしています。

　以上のことから、パラグァイ政府はこの状況を早急に改善するために、INTNの加工食品（乳製

品等）、住宅資材、さらに質量・長さ・体積の計量の基本分野（度量衡部門）の検査体制及び認

証制度の強化を目的として我が国にプロジェクト方式技術協力を要請してきました。

　その後、当初のパラグァイ側の要請内容が多岐にわたっていたことから、1997年１月に派遣し

た基礎調査団では、パラグァイ側の優先順位も考慮したうえで、度量衡（計量）２分野（圧力を

含む質量及び長さ）の検定・検査体制の強化に絞り込みました。さらに、1998年３月の事前調査

では、より具体的で実施可能性の高いプロジェクトの枠組みにするため、パラグァイ側のニーズ

を考慮したうえで、最終的に協力範囲を度量衡の質量分野に決定しました。

　上記の結果を受け、第１次短期調査（1999年３月）及び第２次短期調査（1997年７月）におい

ては、パラグァイ側提供施設の確認及び必要機材の原案作成を行うとともに、パラグァイのニー

ズ、C/Pの技術力等を再確認しました。そのうえで、「質量分野におけるトレーサビリティー体制

の整備」及び「検定・検査技術」を技術移転対象分野とするとともに、技術協力計画、活動計画

等の計画管理諸表を作成しました。

　今次調査においては、過去３回にわたる調査結果をもとに、日本側が協力する内容、範囲、責

任分担等について、先方実施機関と協議を行い、討議議事録（R/D）として取りまとめ、署名・交

換しました。　

　また、PDM（プロジェクト・デザイン・マトリックス）をはじめとする計画管理諸表について

再検討し、その他協力開始までに整理すべき懸案・検討事項についても協議し、合意事項等を協

議議事録（M/D）に取りまとめ、署名・交換を行いました。

　本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。

　ここに、本調査団の派遣に関しご協力いただいた、日本・パラグァイ両国の関係各位に対し、

深甚なる謝意を表わすとともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。

　2000年２月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
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第１．概　要第１．概　要第１．概　要第１．概　要第１．概　要

１－１　要請の背景

(1) パラグァイ共和国では1995年に発足した南米共同市場（メルコスール）加盟にともなう輸

出力強化のため、品質・生産性の向上に加えて国際的に認められた製品の製造及び検査技術が

求められている。そのため、パラグァイ国内の企業の技術力の向上とともに、国内における国

際的に認知された品質検査及び認証制度の体制整備が急務となっている。

(2) 現在、パラグァイにおいて品質検査及び認証制度を所管している国立技術標準院（INTN）

では、そのための体制整備を進めているが、設備・機材の老朽化及び人材の不足により期待ど

おりには進んでおらず、他のメルコスール諸国に比べて、著しく遅れをとっている。

(3) パラグァイは、この状況を早急に改善するために、INTNの加工食品（乳製品等）、住宅資

材、並びに質量・長さ・体積の計量の基本分野（度量衡部門）の検査体制及び認証制度の強化

を目的として、1995年11月９日、我が国にプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

(4) これに対し、我が国は、上記要請を受け、1997年１月14～20日に基礎調査団を派遣し、パ

ラグァイ側の優先順位も考慮したうえで、協力対象分野を度量衡のうち、圧力を含む質量及び

長さの２分野の検定・検査体制の強化に特化するかたちで、協力の可能性を引き続き検討して

いくこととした。

(5) その後、1998年４月10～20日に事前調査団を派遣し、パラグァイ側の要請背景、国家開発

計画等における位置づけ、検定・検査分野の現状、パラグァイ側のプロジェクト実施計画及び

実施体制等について調査を行い、協力対象分野を質量分野の検定・検査のみに絞り込んで強力

内容を検討していくこととした。

(6) 上記事前調査の結果を踏まえ、パラグァイの質量分野の検定・検査に関するニーズ及び

INTNの実施体制の調査を行い、プロジェクトの協力範囲・内容についてパラグァイ側と協議

を行うため、当初、1998年度第３四半期末に短期調査員の派遣を予定していたが、1998年11月

にパラグァイ側が新たに建設することとなっていたプロジェクトサイトが予算不足により当面

建設が困難となったことから、その派遣を延期した。

(7) その後、1998年12月に、我が方から、INTNの現有施設のうち使用可能な施設を、要すれば

改修してサイトとして使用することにより、本件の検討を進めていきたい旨、提案したとこ

ろ、1999年１月にパラグァイ側から２か所の代替案が提出されたため、右のいずれかをサイト

として使用することが可能か判断することを主たる目的として、1999年３月14～27日、第１次

短期調査員を派遣した。

(8) その結果、繊維部門の会議室を検定・検査室に、また、同部門の倉庫を校正室に使用する

ことで合意するとともに、協力範囲等についても協議のうえ、その結果をミニッツとして取り
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まとめ、署名・交換した。

　なお、同調査においてパラグァイ側から、改修工事の費用を負担することは困難である旨、

説明があり、我が方は聞き置いた。

(9) 上記結果を踏まえ、1999年７月14～30日、第２次短期調査員を派遣し、パラグァイのニー

ズ、カウンターパート（C/P）の技術力等を再確認したうえで、「質量分野におけるトレーサ

ビリティーシステムの整備」及び「検定・検査技術」を技術移転対象分野とすることとし、各

分野のC/Pの配置を協議し、技術協力計画、活動計画等の計画管理諸表を作成し、結果をミ

ニッツに取りまとめ、署名・交換した。

１－２　調査団派遣の目的と主な調査事項

　今次調査においては、過去３回にわたる調査結果を踏まえ、日本側が協力する内容、範囲、責

任分担等について、先方実施機関と協議を行い、討議議事録（R/D）として取りまとめ、署名を行

う。

　また、作成済のPDM案（プロジェクト・デザイン・マトリックス）をはじめとする計画管理諸

表について再検討するとともに、その他協力開始までに整理すべき懸案・検討事項についても協

議し、合意事項等を協議議事録（M/D）に取りまとめ、署名を行うことを目的とする。

　主な調査事項は以下のとおり。

(1) パラグァイの度量衡分野をとりまく現状の確認

１）国家開発計画等との整合性の現状確認

２）パラグァイ消費者保護法、及び計量法総則のその後の施行状況。また、計量法（細則）作

成に係る進捗状況の確認

３）メルコスール諸国との度量衡分野におけるその後の動き

(2) INTNの実施体制の再確認

１）商工省の体制

２）INTNの組織・人員

３）2000年度予算の確認

(3) プロジェクト協力内容及び期間の再確認

１）技術移転の内容の再確認

ａ）プロジェクト概念の再確認

ｂ）プロジェクト基本計画の再確認
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２）協力期間の再確認

３）投入計画の確認及び初年度投入計画の策定

ａ）日本側投入

①　専門家派遣

②　研修員受入

③　機材供与

④　建屋改修計画

ｂ）パラグァイ側投入

①　責任体制

②　C/P

③　施設・機材

④　予算

４）計画管理諸表の作成

(4) その他

１）要請書の取り付け

１－３　調査団の構成

氏　　名 担 当 業 務 所　　　　属　　　　先

林　　典伸 団長・総括 国際協力事業団 鉱工業開発協力部 部長

上山　辰巳 計量行政 通商産業省 機械情報産業局 計量行政室 課長補佐 技術班長

根田　和朗 技術協力計画 通商産業省 工業技術院 計量研究所 標準供給技術室 室長

石井　正國 質量技術 神奈川県計量検定所 元所長

吉田　　清 施設計画 株式会社エディトコンサルタンツ 代表取締役

石濱由実子 運営管理 国際協力事業団 鉱工業開発協力部 鉱工業開発協力第一課 特別嘱託
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１－４　調査日程

行　　　　　程日
順

日　付
曜
日

時間
団長・計量行政・技術協力計画・質量技術・運営管理 施　設　計　画

１ 12 月４日 土 18:50 成田発（JL048）
２ ５日 日 10:48 アスンシオン着（RG902）
３ ６日 月  8:00

　～
JICA 事務所打合せ（調査日程表）
プロジェクトサイト調査（INTN）

４ ７日 火 18:50 成田発（JL048）  8:00
　～

INTN 側施設担当との
基本設計ドラフト打合せ

10:48 アスンシオン着
（技術協力計画、質量技術、運営管理）

 終日 市内建設事情調査
市内建設事業要調査

５ ８日
（祝日）

水

 夕方 団内打合せ（進捗確認）
 8:00 JICA 事務所打合せ

（調査日程及び機材納品時期相談）
C/P の技術力口頭テスト（２名分）

 午前 INTN 準備機材確認（既存保有分）

６ ９日 木

15:00
 ～

機材現地調達調査　　Labco (Costanzo)社
　　　　　　　　　　Micronal 社

 8:00
　～

建設費コスト調査・１
　　（建設業者へのヒアリング及び
　　　見積依頼）

ローカルコンサルタント選定協議
　　（JICA 事務所）

 8:30 機材現地調達調査　　H. Petersen 社
10:00 　　　　　　　　　　Automaq 社
11:00 　　　　　　　　　　Condor 社

７ 10 日 金

14:00 　　　　　　　　　　Labco (Costanzo)社

 8:00
　～

建設費コスト調査・２
　　（建設業者への見積依頼）

入札図書のグレード調査
 午前 資料整理
14:00 機材現地調達調査　　Labco (Costanzo)社
15:00 　　　　　　　　　　H. Petersen 社

８ 11 日 土

18:50 成田発（JL048）

 8:00 類似施設調査
　　（ア大学母子病院）
　　（日本・パラグァイ人造り
　　　センター）等

10:48 アスンシオン着（団長・計量行政） 資料整理９ 12 日 日
17:30 団内打合せ
 8:00 JICA 事務所との打合せ（進捗管理、機材現地調達の相談事項）
 8:30 STP（企画庁）表敬
10:00 在パラグァイ日本国大使館表敬

10 13 日 月

 午後 INTN との協議(0)（協議事項確認等） 建設許可申請、建設基準等の確認調査
 8:00 商工省表敬挨拶
11:00 INTN との協議(1)(パラグァイの度量衡分野を取巻く現状

　　　　　　　　　の確認、INTN の実施体制の再確認)

11 14 日 火

13:30 機材現地調達調査引続き INTN との協議(1) H.Petersen 社

建設機材の調達計画調査
（建材、空調機器等）

12 15 日 水  8:00 INTN との協議(2) プロジェクト概念の再確認、供与機材
　　　　　　　　　及びパラグァイ側準備機材の再確認

ローカルコンサルタントへの説明会
立ち合い（JICA 事務所）

13 16 日 木  8:00 INTN との協議(3)(投入計画及び初年度投入計画の確認) 建設スケジュールの作成
14 17 日 金  8:00 INTN との協議(4) 建設工事概算金額の算出

（業者見積りの取付）
15 18 日 土  8:00 R/D、M/D 作成 基本設計図書等の調達

基本設計図書等の調達
基本設計図書等の最終確認

16 19 日 日  終日 資料整理
 8:00 INTN との協議(5)（R/D、M/D 最終確認）17 20 日 月
10:00 機材現地調達すり合せ　Costanzo 社、Micronal 社 実施計画書の作成協力（JICA 事務所）

18 21 日 火 11:00 R/D、M/D 署名・交換
 8:00 JICA 事務所報告
 8:30 STP（企画庁）報告
11:00 在パラグァイ日本国大使館報告
18:35 アスンシオン発（AA906）

19 22 日 水

21:26 サンパウロ着
20 23 日 木  1:05 サンパウロ発（JL047）
21 24 日 金 13:30 成田着
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１－５　主要面談者

＜パラグァイ側＞

(1) Ministry of Industry and Commerce

　Euclides Acevedo Minister

　Manuel Aguirre Vice Minister of Industry

　Gloria Villalba de Manchini Director, Department of Consumer Protection

　Hiroshi Shindo Adviser, Industrial policy, Expert of JICA

(2) Instituto Nacional de Technologiay Normalizacion (INTN)

　Jose Martino Vargas General Director

　Cristina Diaz de Maldonado Administrative & Finance Director

　Claudio Arvarenga Chief of Budget Department

　Victor M. Gonzalez Metrology Director

　Dionisia Zully Milessi de Orrego Chief, Legal Metrology Department

　Shigueru Yano Ykeda Metrology Technician, Legal Metrology Department

　Silvio Zarza Metrology Technician, Legal Metrology Department

　Miguel Angel Garcia Diaz Perez Metrology Technician, Legal Metrology Department

　Ramon Jimenez Metrology Technician, Legal Metrology Department

　Arnaldo B. Florencio Etcheverry Metrology Technician, Legal Metrology Department

(3) Technical Secretariat of Planning

　Mario Ruiz Diaz Director, Department of International Cooperation

　Pedro Sosa Director, Division of bilateral Cooperation

＜日本側＞

(1) 在パラグァイ日本国大使館

　久保　光弘 大使

　中井　智昭 二等書記官

(2) JICAパラグァイ事務所

　榎下　信徹 所長

　室澤　智史 次長

　平井　孝文 所員
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

第２．調査協議項目、対処方針及び調査結果第２．調査協議項目、対処方針及び調査結果第２．調査協議項目、対処方針及び調査結果第２．調査協議項目、対処方針及び調査結果第２．調査協議項目、対処方針及び調査結果

第０　全般

第１　対象セク
　ター（質量分
　野検定・検査
　技術向上）に
　係る政策・法
　律・制度　
１　国家開発計
　画等との整合
　性
(1) 経済開発政
　策

・今次調査においては、３度にわたる
調査結果を踏まえ、日本側が協力す
る内容、範囲、責任分担等について、
先方実施機関と協議を行い、討議議
事録（R/D）として取りまとめ署名・
交換を行う。また、すでに作成済の
プロジェクト・デザイン・マトリッ
クス（PDM）をはじめとする計画管
理諸表について再検討するととも
に、その他協力開始までに整理すべ
き懸案・検討事項についても協議議
事録（M/D）に取りまとめ、署名・
交換を行う。

・経済開発政策（Programa del Gobi-
erno）草案（1999年～2003年）が
1999年７月14日に諮問委員会から
大統領府に提出された。

・左記以外の事項につい
て、協議の必要が生じた
場合は、基本的には前回
までの短期調査の対処方
針及びミニッツに基づき
対応することとする。

・左記につき、現在の状
況、及び正式発表のめ
ど、並びに左記政策にお
ける度量衡分野の位置づ
けの変更の有無、及び仮
に変更があった場合、そ
の内容を確認する。

・左記原則により対応し
た。

・国会議員、及び有識者等
で構成される諮問委員会
から1999年７月14日、す
べての政党の総意を踏ま
えた「経済開発政策
（Programa del Gobier-
no）」が大統領府に提出
された。この経済開発政
策は、パラグァイの経済
の活性化及び貧困対策を
めざした中期的（1999年
～ 2003 年）な政策であ
り、
(1) 国家改革
(2) 社会政策及び貧困対
策

(3) セクター別経済活性
化

(4) 競争力及び生産性に
ついての目標・戦略を
掲げている。
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(2) 政府社会経
　済制作

・上記政策において、パラグァイの輸
出競争力と生産力を向上するための
重要な戦略として、INTNの再編
（組織改革）があげられ、具体的に
は、国産製品の認証システムの強
化、国立計量研究所を中心とした認
証制度の導入といったINTNのシス
テム強化があげられている。

・ただし、同政策はまだ正式に大統領
府によって承認されておらず、政党
間の調整の末、一部修正された第２
草案が、関係政党や市民団体等に配
布されている。
　今後、11月下旬をめどに、配布先
機関から意見を聴取した後行われる
政党間の協議の末、国会の承認を得
ることなく、行政府の正式な計画と
して発表される可能性が高いとして
いる。（企画庁関係者からの情報）

・1996年に企画庁がまとめた「政府社
会経済政策」には、国立標準技術院
（INTN）及び各工業団体の活動を
通じて、品質管理・向上を図ってい
くべきとの記載がある。

・左記に変更がないことを
再確認する。

・左記について再確認し
た。

・左記に関し、同政策は、労
働組合、市民団体等への
配布による意見収集、及
び、1999年11月３日の公
聴会での意見等を踏まえ
て修正（地方分権及び環
境問題に関する項目が追
加）が行われたが、認証
制度の導入に係る INTN
の強化をめざした度量衡
分野の重要性について
は、変更がなかった。

・なお、同政策は今後行政
府のガイドラインとして
位置づけられ各種政策の
要となる。

・左記について再確認し
た。

・現在（1999年末）におい
て、上記(1)の経済開発
政策に認証制度の導入を
盛り込むなど、INTNを
中心に品質向上を図るこ
とは重要であるとし、政
策上の位置づけは変わっ
ていない旨、再確認し
た。
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(3) 長期戦略計
　画

２　CONACYT
　（Council of
　National
　Science and
　Technology：
　国家科学技術
　評議会）

・これまでの調査において、企画庁が
策定中の「長期戦略計画」では、社
会基盤及び生産分野において、技術
サービス部門（品質管理、規格、度
量衡）強化をあげている旨、パラ
グァイ側より説明があった。

・パラグァイ政府は、度量衡を含む科
学技術の重要性を認識し、CONAC-
YTを大統領府の所管の下、1997年
に設立した。組織概要及び活動内容
等については、第２次短期調査にお
いて、口頭及び一部文書で以下のと
おり確認した。
(1) 企画庁、商工省、INTN、農牧
省、学界の代表、商工業界の代表
によって構成されている。
(2) 1997年に設立されたものの、パ
ラグァイ政府の緊縮財政のため機
能していなかったが、1999年２月
から具体的に業務を開始した。
(3) 標準化及び品質管理の向上を
行うため、CONACYTの内部機関
として、1997年に設立した国家認
証機関（National Organization
of Acreditation (ONA)）を通じ
て、今後パラグァイ国内の認証制
度を確立していく予定だが、その
パラグァイ認証制度の枠組みにお
いて、将来的にINTNの度量衡部
門が、国内唯一の認定機関の役割
を担っていく。

・左記計画が依然として策
定中であるか再確認す
る。

・ONAが今後確立してい
く認証制度の内容を本プ
ロジェクトとの関連性を
中心に確認するととも
に、同制度の枠組みにお
ける INTNの質量分野の
位置づけもしくは役割を
確認する。

・パラグァイ政府は政策の
重要項目として品質向上
を図ることをあげている
ことから、生産インフラ
及び公共サービスにおけ
る民間投資の促進等をめ
ざした「長期戦略計画
（Vision Estrategica）」
を1999年末に作成した。

・本計画は公表されていな
いが、位置づけとしては
政策立案の方向性を示す
ものである旨、企画庁の
担当者より説明があっ
た。

・左記について再確認し
た。

・左記(3)に関し、ONAは
認定、取り締まり、人材
育成等のすべての機関の
認証を管轄し、その中
で、INTNは質量を含む
度量衡分野に関する唯一
の認定機関としての役割
を持つことを、関係省令
を入手して確認した。
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(4) CONACYT が最近作成した
「科学・技術・革新の発展に向けた
国家戦略計画（Plan Etrategico
de la Ciencia, la Tecnologia, y la
Innovacion）」には、INTNの研
究室の整備、サービスの多様化、
人材育成を通じて、国家度量衡シ
ステムを強化する必要がある旨、
記載されており、同計画の概要は
上記１の経済開発政策の第２草案
に組み込まれている。

・パラグァイ国内の検定・検査体制の
整備が立ち遅れているため、特には
かりに関する消費者の不利益が数多
く発生し、政府に対するクレームも
あったことを背景に、1998年３月18
日、消費者の安全及び経済的利益を
保護するための消費者保護法が制定
された。この保護法で、INTNに関
係のある点は以下のとおり。
ａ）エネルギー、通信等各種サービ
スの提供事業者の計測器具及び装
置は、公的に検定（verificacion）
されたものを使用しなければいけ
ない。
ｂ）商工省は、当法律の適用に当た
り、検査及び研究を行う権限を有
する。

・左記計量法総則に基づき、INTN
は、パラグァイの法定計量を企画・
立案、実施、監督する権限をもつ国
内唯一の機関として位置づけられた
ことを確認した。

・左記計画に記載されてい
る INTN に関連する内
容、特に国家度量衡シス
テム等について詳細を確
認する。

・左記に変更がないことを
再確認する。

・左記の現状を確認する。

・左記について再確認し
た。（政策に組み込まれ
た時のタイトルは「Cie-
ncia, Tecnologia, Inno-
vacion y Calidad」）ま
た、同計画は「パラグァ
イにおける科学技術の需
要に関する初ワーク
ショップ（Primera Jor-
nada de Consulta sobre
Demandas de Ciencia y
Tecnologia en Para-
guay）」の報告書の中に
一部使用された。

・左記について再確認し
た。

・左記保護法では、消費者
保護の観点から、適正な
計量管理の確保が重要で
あるとし、同法21条で計
量器の検定制度に触れた
うえで左記a)、b)が述べ
られている。

・左記について再確認し
た。

３　消費者保護
　法及び計量法
　の現状
(1) 消費者保護
　法

(2) 計量法総則
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・同総則によって、以下a)、b)の分野
で使用されるすべての計量機器類に
対して、検定（verificacion）が義務
づけられた結果、トラックスケール
の検定、天秤検定、ガソリン輸送車
の流量メーターの検定等の実績数が
増加しており、質量をはじめとした
度量衡分野におけるINTNの役割は
大きくなっている旨、第１次短期調
査で確認した。
ａ）商業、工業、農業、運輸業にか
かわるすべての業務
ｂ）公共サービス

・INTNマークの付与については消費
者保護法の規定によるものではな
く、計量法が制定された1982年の翌
年から、INTNが自発的に始めてい
ること、質量分野については、ト
ラックスケールとはかりに同マーク
を付与していることを、第２次短期
調査において口頭で確認した。

・同総則に関し、今後現状を確認しな
ければいけない内容は以下のとお
り。
ａ）同総則第２部によると、対象地
区内の計量機器の初期検定、定期
検定等を実施するため、地方計量
研究所の設置が定められている
が、1999年11月４日現在では、ま
だ設置されておらず、今後２、３
年以内に設置する予定。

ｂ）同総則第２章第76条に「当法令
の実施より起算して、180日以内
に、すべての計測器製造業者、輸
入業者、修理業者はINTN内の国
立計量研究所に登録しなければい
けない」と定められていることか
ら、輸入業者協会の協力を得て、
登録申請を行うよう各業者に通知
していた結果、登録申請が始まり
1999年 12月末までには登録手続
きが完了する見込みである。

・左記の現状を確認する。

・左記について現状を確認
する。

・左記について現状を確認
するとともに、現時点で
の INTNのユーザー登録
リストを入手する。

・左記について再確認し
た。

・INTNは、パラグァイ計
量法の一定基準をクリア
したトラックスケールと
はかりにINTNシールを
添付している。

・左記に関し、現時点で地
方研究所の設置に向けた
具体的な活動はなく、今
後の予定についても未定
である。

・輸入業者協会（Centro
de Importadores del
Para-guay-C. I. P）を通
じて行われた現在の登録
者数は、３社（輸入業者）
に と ど ま っ て お り 、
INTNから上記協会宛の
登録申請通知の写し、及
び申請業者リストの写し
（上記協会からのレター）
を入手した。
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ｃ）同総則第２章第77条に、「商工
省は当政令の円滑な実施を図るた
めの細則を制定する」と定められ
ていることから、INTN内部に
ワーキンググループを設置し、現
在計量法の細則を作成・検討中。
周辺国から入手している関係資料
を参考にして、今年末までには作
成する予定。（1999.11.４現在）

（和） パラグァイ質量分野検定・
検査技術向上プロジェクト

（英） The Project on Upgrading
Verification and Inspection
Technology in the Area of
Mass in the Republic of
Paraguay

（上位目標）
質量分野において、INTNの検定・検
査機関としての信頼性が向上する。

・左記について現状を確認
するとともに、左記細則
が完成している場合は入
手する。

・左記を再確認し、R/D及
びミニッツに記載する。

・左記に変更ないことを再
確認し、R/D及びミニッ
ツ（PDM）に記載する。

・このレターによれば、
「同協会の会員 330 業者
にINTNからの登録要請
の件について連絡した
が、現在の登録数は上記
（３社）で、これは、会員
が計測器に対して重要さ
を感じていない結果であ
る」としている。

・これを受け、INTNは今
後、広報活動及び関係各
機関の認識の向上に向け
て、より一層の活動が必
要であると、INTN職員
より説明があった。

・左記について、引き続き
計量法の細則を作成・検
討中である。現在、手始
めとしてブラジルの細則
をスペイン語に、2000年
をめざして訳している段
階である旨、確認した。
（実際に作業しているの
は法定計量課の職員）

・左記を再確認し、R/D及
びミニッツに記載した。

・左記に変更ないことを再
確認し、R/D及びミニッ
ツ（PDM）に記載した。

第２　協力案件
　の概要
１　プロジェク
　ト名称

２　プロジェク
　トの内容
(1) プロジェク
　トの基本計画
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（プロジェクト目標）
INTNが実施する質量分野の検定・検
査サービスが向上する。

（成果）
０ プロジェクトの運営・管理体制が
強化される。

１ 質量分野の検定・検査に必要な機
材が調達、据付け、操作され、適切
に維持管理される。

２ C/Pの質量の検定・検査に係る技
術レベルが向上する。

３ INTNが実施する質量分野の検
定・検査が体系的に実施される。

（活動）
0-1 人員の配置
0-2 活動計画の策定
0-3 予算立案及び適正執行
0-4 運営管理システムの設立
1-1 施設改修計画の策定と実施
1-2 機材供与と設置
1-3 機材の運転と管理
2-1 技術協力計画の策定
2-2 C/Pへの技術移転の実施
2-3 C/Pへの技術移転の実施の評価

・左記に変更ないことを再
確認し、R/D及びミニッ
ツ（PDM）に記載する。

・左記におけるサービスと
は、O I M L に準拠した
サービス技術及びサービ
ス体制のことを指すが、
OIMLの技術基準に準拠
した INTNのサービス体
制整備については外的要
因である法の整備状況等
に影響されるため、本プ
ロジェクトではOIMLに
基づいた技術を使って
サービスができる状態に
するところまで協力し、
この確立については、パ
ラグァイ全体が法的にも
確立されるよう、側面的
な支援を行う旨、パラ
グァイ側に確認し、ミ
ニッツに記載する。

・左記に変更ないことを再
確認し、R/D及びミニッ
ツ（PDM）に記載する。

・左記に変更ないことを再
確認し、ミニッツ（PDM）
に記載する。

・左記に変更ないことを再
確認し、R/D及びミニッ
ツ（PDM）に記載した。

・左記についてパラグァイ
側に説明・確認し、ミ
ニッツに記載した。

・左記に変更ないことを再
確認し、R/D及びミニッ
ツ（PDM））に記載した。

・左記に変更ないことを再
確認し、ミニッツ（PDM）
に記載した。
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3-1 セミナー開催、冊子配布等による
度量衡に関する情報の提供

3-2 検定・検査サービス計画の策定
3-3 検定・検査サービス計画の実施
3-4 検定・検査サービス計画の評価
3-5 質量標準の院内比較と校正

・これまでの調査において、本プロ
ジェクト技術協力範囲を、E2（最高
レベル）F1及びF2の分銅をもって、
一般計量器の検定・検査を行うこと
とし、その技術協力範囲及び内容を
示した概念図を再整理するととも
に、技術用語の定義を行い、パラ
グァイ側の理解を得ている。

・第１次短期調査
INTN度量衡部の質量分野の検定・
検査実績及び今後の検定・検査ニー
ズを基に、移転する技術レベル、範
囲を協議し、その結果技術移転分野
を以下のとおりとすることとした。
ａ）質量標準校正技術
ｂ）検定・検査技術
ｃ）大容量検定・検査技術（80ｔま
で）

・第２次短期調査
技術移転分野を明確にするため、上
記a)、b)、c)を
ａ）トレーサビリティー体系の整
備
ｂ）検定・検査
とすることを確認した。

・「質量分野のトレーサビリティー体
系の整備」については、上記1)の概
念図を基に、あくまでもINTN院内
のトレーサビリティー体系の整備に
限ることを説明し、理解を得た。

・左記について再確認し、
概念図をミニッツに添付
する。

・左記について再確認し、
ミニッツに記載する。

・左記について再確認し、
ミニッツに記載する。

・左記について再確認し、
概念図をミニッツに添付
した。

・左記について再確認し、
ミニッツに記載した。

・左記について再確認し、
ミニッツに記載した。

(2) 技術移転の
　内容
１）プロジェク
　トの協力範囲

２）技術移転分
　野
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・トラックスケールについては、実重
40ｔの検定・検査方法で、技術的に
はトラックスケールのひょう量 80
ｔの検定・検査まで対応可能である
旨、説明し、パラグァイ側の理解を
得た。

・ただし、第２次短期調査では時間的
制約もあり、現地調達を含む供与機
材の総予算額を算出することができ
なかったため、トラックスケールに
ついては、暫定的に実重29～40ｔ
の検定・検査方法をとることとし、
今後、供与機材の予算額を勘案した
うえで、実施協議調査時に決定する
こととした。

・その後、国内委員会において技術的
観点及び投入可能なレベルの観点か
ら検討した結果、トラックスケール
の検定・検査に要する機材について
は、F2クラスの１ｔ分銅40個及び
これに対応するフルトレーラー１台
を供与することが必要かつ適切であ
るとの意見を得ている。

・事前調査において、INTNが実施し
ている承認行為（西語で「contraste/
contrastar」）の内容と我が国で実
施されている検定・検査（verifi-
cation・inspection）の内容が必ず
しも一致しないことが確認された。

・そのため、第１次及び第２次短期調
査において本プロジェクトの技術移
転内容である検定・検査に係る用語
の定義、及び各用語の本プロジェク
トにおける適用範囲を以下のとおり
確認し、ミニッツに記載した。

・左記については下記４
(4)供与機材を参照。

・左記について再確認し、
ミニッツに記載する。

・左記に関し、トラックス
ケールの検定・検査に要
する機材については、パ
ラグァイにおける検定・
検査のニーズ及び重要性
を再確認したうえで、F2
クラスの１ｔ分銅 40 個
及びこれに対応するフル
トレーラー１台を供与す
ることとした。

・また、下記４(4)供与機
材を参照願いたい。

・左記について再確認する
とともに、下記について
も確認し、左記1)～5)と
併せてミニッツに記載し
た。

３）技術用語の
　定義



調 査 項 目
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

１）Verification（検定）
当該計量器が、自国の計量法で規定
する技術基準に適合しているか否か
を判断すること。

２）Inspection（検査）
使用中における計量器の初期性能が
維持されているか否かを定期的に判
断すること。

３）分銅の容量
ａ）大容量
通常、大容量分銅は１ｔ以上の分
銅すべてを指すが、本プロジェク
トにおいては、大容量分銅は１ｔ
分銅のみを指す。
ｂ）中容量
通常、中容量分銅は、50㎏、100
㎏、200㎏、500㎏の分銅を指すが、
本プロジェクトにおいては、中容
量分銅は、100㎏、200㎏、500㎏
のみを指す。

４）校正サービス
本プロジェクトにおける校正サービ
スは、INTNの法定計量課内の院内
校正にとどめるものとする。

５）はかり
本プロジェクトにおけるはかりは、
非自動はかりのみを対象とし、自動
はかりは対象外とする。

１）技術移転の効率性と自立発展性を
確保するために、C/Pのうち１名を
Technical Coordinatorと位置づけ、
専門家からC/Pへの技術移転を促進
するとともに、すべての技術移転分
野の技術修得に責任をもつこととし
た。

２）上記1)のTechnical Coordinator
のほかに、各技術移転分野ごとに

　C/Pを各１名計２名を配置するとと
もに、各技術移転分野のC/Pの控え
を各１名づつ計２名配置する。

６）サービスがシステマ
ティックに実行される。
ａ）OIML（国際法定計
量機関）の方法に基づ
いた検定・検査技術が
行使される。

ｂ）現在実施されている
サービスの効率性が改
善される。

・左記について再確認しミ
ニッツに記載するととも
に、具体的なC/Pリスト
を添付した。

・左記を再確認し、ミニッ
ツに記載するとともに、
具体的なC/Pリストを添
付する。

４）技術移転の
　方法



調 査 項 目
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

３）日本人専門家は、Technical Coor-
dinator １名とC/P２名に集中して
技術移転を実施する。また、この３
名は、修得した知識を、控えの２名
を含めた他の法定計量課の職員に伝
える責任を有する。

４）このことは、C/Pのプロジェクト
の活動への自主性を高めるとともに
今後のC/Pの離職の可能性に備える
ことを目的としている。

５）ただし、本件は技術協力事業であ
るので、法定計量課職員全員が、専
門家の技術移転の講義もしくは実技
指導に参加する権利があるものの、
専門家の技術移転の対象は、前述の
とおり、あくまでもTechnical Coor-
dinatorと２名のC/Pのみであり、彼
らからの他の職員へのエコートレー
ニングが不可欠である。

・これまでの調査において、本プロ
ジェクトにおける検定・検査の受益
対象をパラグァイ側と協議し、その
ニーズを確認した結果、農業・製薬・
食品産業部門におけるはかりの検
定・検査に活用されることを確認し
た。

・また、法定計量課が実施している質
量分野の検定・検査項目のうち、最
も実績数の多いトラックスケールに
ついて、所有企業の産業形態を調査
した結果、農業、製油業、食品産業
部門の企業が多いことを確認した。

・第２次短期調査にて、協力期間につ
いては、R/Dにて双方が合意した日
から３年間とし、協力開始日につい
ては、繊維部門の既存のラボ改修及
び供与機材調達に必要な期間を勘案
した結果、暫定的に2000年４月１日
とし、ミニッツに記載した。

・左記について再確認し
た。

・左記について、再確認す
る。

(3) ターゲット
　グループ

(4) 協力期間
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・その後、本邦においてラボの改修計
画（案）を検討した結果、完工時期
は最短で2000 年７月末と考えられ
るため、機材の据付けに要する時間
も勘案すると、本格的な技術移転の
開始は、現時点では最も早くて2000
年９月からとなると考えられる。こ
のため、専門家の生活環境整備、及
びC/Pに対する基礎教育の期間に長
くて２～３か月が想定されるところ
から、専門家の赴任時期、すなわち、
協力開始時期は最も早くて2000 年
６月となると考えられる。

・大統領府企画庁
（Technical Secretariat of Planning
(TSP)）

・商工省
（Ministry of Industry and Comme-
rce）

　(注) 1999年 10 月 29日に、商工大臣が

交代し、アセベド新商工大臣が就

任した。なお、政権自体は替わって

おらず、新旧大臣の所属政党も同

じである。また、バルガス前商工大

臣は、今後も大統領の顧問の任務

に就く予定。

・左記について、施設計画
団員の調査結果をもとに、
協力開始期間を2000年６
月１日からとし、パラ
グァイ側と確認したうえ
でR/Dに記載し、主なス
ケジュールをミニッツに
添付した。主な予定は以
下のとおり。
(1) 口上書交換（１月）
(2) ローカルコンサルタ
ント入札（２月）

(3) ローカル建設会社入
札説明会（２月下旬）

(4) ローカル建設会社入
札、契約、着工（３月
上旬）

(5) 完工（７月中旬）
(6) 機材設置（７月中旬
から１か月）

・左記に関し、上記第1-1-
(3)を参照。

・左記について再確認し、
R/D及びミニッツに記載
した。

・商工省では、度量衡に関
する政策から依然として
重要課題として位置づけ
られていることが、商工
省商工次官及びINTN院
長との会談から確認でき
た。

３　運営体制
(1) 援助受入れ
　窓口

(2) 所管官庁

・左記について、協力期間
は早くて2000年６月から
３年間と考えられるが、
今回の実施協議調査にお
いて施設計画団員が担当
する基本設計及び改修に
かかる施工スケジュール
案の内容を勘案し、プロ
ジェクト開始月を、最終
的に協議のうえ、上記想
定と異なる場合は、東京
への請訓を経て決定する
とともに、R/Dに記載す
る。

・可能であれば、左記が策
定中である前出第 1-1-
(3)にある「長期戦略計
画」の完成時期及び本プ
ロジェクトとの関連性、
及び緊縮財政によるプロ
ジェクトへの影響につい
て確認する。

・左記につき再確認し、
　R/D及びミニッツに記載
するとともに、商工大臣
の交代による商工省及び
INTN内人事、及びプロ
ジェクトへの影響につい
て確認のうえ、要すれば
ミニッツに記載する。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・国立技術標準院
（National Institute of Technology
and Standarization (INTN)）

・第２次短期調査において、パラグァ
イ国内の品質管理技術の現状及び将
来的に必要な技術分野を勘案して、
INTN院長交代後、度量衡部を含め
て組織改編が行われたことを確認
し、新組織図をミニッツに添付し
た。

・第２次短期調査後、組織体制に変更
はないが、監督官庁である商工省の
大臣交代に伴い、今後INTN院長の
交代も十分にあり得るとの報告を
JICAパラグァイ事務所から受けて
いる。（1999．11．４現在）

　(注) 2000年１月３日に、商

工次官及び商業次官が

交代し、それぞれ、

フェルナンドビジャル

バ新商工次官、ハメス

スパルディング新商業

次官が就任した。

・左記について再確認し、
R/D及びミニッツに記載
した。

・現在のところ、INTN院長
を含む実施機関関係者の
移動など、商工大臣の交
代により影響は特に予定
されていない旨、INTN関
係者から確認した。

・民・公セクターから、競
争力のある市場づくりに
向けて、更に適切で柔軟
性に富んだINTNの活動
が望まれており、これを
受け、INTNの運営審議
会はINTNの機構改革を
行う決議をした。
　その中には、「管理・財
務部の中に人事課を創設
する」など、新しく創設
された部門もある。度量
衡部関連では度量衡部長
の管轄で「プレシールセ
クション」（本邦でこの
用語を使用）が設置され
た。

(3) 実施機関

１）組織

・左記につき再確認し、
　R/D及びミニッツに記載
する。

・商工大臣の交代の影響に
ついて確認するととも
に、現組織体制を確認
し、最新の組織図をミ
ニッツに添付する。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・第２次短期調査において、INTNの
定員数は 169 名であることを確認
し、1999年 11月４日時点において
も変更がないとの報告を受けてい
る。
専門職 120名
技術補助  12名
事務系  37名

　(注) ミニッツのAnnex4及

び５では、「Pre-seal

Department（プレ

シール課）」となって

いるが、これは「Pre-

seal Division（プレ

シールセクション）」

の誤り。位置づけは、

「Department」レベル

ではなく「Division」レ

ベルである旨、確認し

ている。

・第２次短期調査時の回答
者は、事情により人事代
行の職員だったため、計
上に誤りがあった。本調
査で人事課長に確認した
ところ、現在の予算によ
る人員数は以下のとお
り。

・第２次短期調査時と比較
して大蔵省予算による人
員が２名減っているが、
これは２名定年退職者が
発生したためである。

・各部署の予算別人数を入
手した。予算による職員
数は、課レベルまでが明
記されるが、課の中のセ
クション別の職員配置は
INTNに任されているた
め、度量衡部に限らず、
INTNの大部分の課内で
は、その課の職員が課に
所属する全セクションの
業務を兼任していること
が多い。

２）職員数 ・左記を念のため再確認す
るとともに、可能であれ
ば、大蔵省予算による定
員数、及び INTN自己収
入による雇用人数をそれ
ぞれ確認するとともに、
ミニッツに添付する組織
図に各部署の配置人数
を、兼任数も分かるよう
に記載する。 大蔵予算 自己収入

専門職 119 名 ８名
事務系 48名 ６名
合　計 167 名 14 名
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・また、2000年度は、専門職12名の
増員を予算要求しており、現在国会
で審議中。（度量衡部法定計量課は、
２名の専門職の増員を予定）

・第２次短期調査において、1993年か
ら2000 年までの予算及び収支実績
表を、ミニッツにAnnex6として、添
付した。

（上段：収入実績）
（下段：支出実績）
（単位：Guarani）

　1993年 Gs3,269,386,561
Gs3,107,828,154

　1994年 Gs3,926,917,055
Gs3,629,432,934

　1995年 Gs5,576,010,474
Gs5,384,953,613

　1996年 Gs5,414,394,754
Gs5,088,502,354

　1997年 Gs7,036,460,444
Gs6,877,468,124

　1998年 Gs5,978,126,347
Gs3,250,939,149

　1999年 Gs6,969,002,932
（計画）

　2000年 Gs13,305,609,527
（計画）

　（１US＄＝Gs3,285
　　　　　：1999年 11月 15日現在）

・左記に関し、人員の予算
要求はほぼ承認される見
込みである旨、INTNの
予算担当職員に確認し
た。

・２名の増員は自己収入予
算によるもので、この２
名は専門職を予定してい
ることを再確認し、ま
た、本案については大蔵
省に特に問題なく承認さ
れるであろうことを、人
事課長から確認した。

・1993年から2000 年まで
の予算及び収支実績表
を、ミニッツにAnnex27
として添付した。実績額
は以下のとおり。
（上段：収入実績）
（下段：支出実績）

1993年　Gs3,269,386,561
　Gs3,107,828,154

1994年　Gs3,926,917,055
　Gs3,629,432,934

1995年　Gs5,576,010,474
　Gs5,384,953,613

1996年　Gs5,414,394,754
　Gs5,088,502,354

1997年　Gs7,036,460,444
　Gs6,877,468,124

1998年　Gs6,317,267,383
　Gs5,978,126,347

1999年　Gs5,390,964,176
　Gs4,758,886,096
（1999年度の収支実績

は11月30日までの実績）

2000年　Gs13,305,609,527
（2000年度の数次は

計画額）

（１US＄＝Gs3,320
　：2000年１月17日現在）

・左記について、人員の予
算要求状況及び見通しを
確認する。

・左記について再確認し、
1999 年度の実績と2000
年度の予算見通しを確認
のうえ、ミニッツに記載
する。

３）予算及び収
　支実績
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・2000 年度予算は現在国会で審議中
であり、年末に承認が予想される。
（1999.11.４現在）

・INTNは、計量標準体系の体制整備
が国際的な緊急課題であることを認
識しており、このことは、INTNが
認証機関になるべく検討を始め、
1999年３月、パラグァイが国際的な
法定計量組織であるOIML（国際法
定計量機関）から準加盟国として承
認されたことにも現れていること
を、第１次短期調査で確認してい
る。

・第２次短期調査において、本プロ
ジェクトにおいては、OIMLの法令
に基づき技術移転を実施することを
パラグァイ側と合意したが、OIML
の合否基準と INTNの法定計量マ
ニュアルの合否基準の間にはかなり
の隔たりがあるため、OIMLの合否
基準の適用については、相当な準備
期間、もしくは移行期間が必要であ
ると考えられている。

・署名当日にまもなく国会
での予算審議が終了する
旨の報告をパラグァイ側
より受けた。

・現在、決定したINTNの
予算内容について、パラ
グァイ側からの連絡を
待っている。2000年１月
31日（現地時間）には、パ
ラグァイ事務所に報告が
なされる予定。順次、本
邦にも同事務所より報告
予定。

・左記について再確認し、
また、本プロジェクトで
は、左記法的体制整備促
進のための「側面支援」
を行うことを確認しミ
ニッツについて記載し
た。

・上記「側面支援」に関連
し、ミニッツに「検定・検
査技術訓練はOIMLに基
づいて行われる」「現在
のサービスが効率良く実
施される」という形で表
現されている。

・左記について説明し、上
記第2-2-(1)（プロジェク
ト目標）のとおりでパラ
グァイ側の理解を得た。

・左記を再確認するととも
に、本プロジェクトで
は、左記法体系整備を促
進するべく、側面的支援
を行うことをパラグァイ
側に確認するとともに、
ミニッツに記載する。

・上記第2-2-(1)（プロジェ
クト目標）のとおり。

４）OIMLとの
　関係
　（Convention
　Instituant
　une
　organisation
　Internacionle
　de Metrologie
　Legale：
　国際法定計量
　機関）
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・メルコスール加盟各国（ブラジル・
アルゼンティン・ウルグァイ・パラ
グァイ）の国立標準研究所間で1998
年７月に相互向上に向けた連携のた
めの協定（Acuerdo de Asociacion
Estrategica entre los Institutos de
Tecnologia Industrial del MERCO-
SUR）が締結され、協定に基づき、
INTNの質量分野に関連した、最近
の具体的な活動内容は以下のとお
り。
１）各種情報の提供。
２）加盟各国が自国のトレーサビ
リティー体系及び機材について資
料を作成し、技術面での意見交換
の実施。
３）相互承認については、現在のと
ころ実施には至っておらず、メル
コスールの作業グループ（SGT3）
で実施に向けて協議されている。
４）上記3)の作業グループでは、メ
ルコスール内で相互に流通する取
引き物に対して適用される技術細
則が検討されており、同意があれ
ば域内で実施される。
５）1999 年４月LATU（ウルグァ
イ）が、INTNの体積計測器の校
正を無料で実施した。（なお、第２
次短期調査において、INTNから
その校正証明書を入手した。）

・第２次短期調査において、EUとメ
ルコスールが共同プロジェクト
「CEM-PROJECTO ALA 93/15」を
策定中であることを口頭及び文書で
確認したところ、主なプログラム内
容は以下のとおり。

・質量分野に係る活動内容
は左記から特に変更がな
いことを確認した。

・今後、質量計の技術基準
を作成する動きがメルコ
スール加盟国間であるも
のの、まずはそれぞれの
国で批准するステップが
必要である。
　加盟国間の基準作成に
かかるスケジュールは未
定。

・1999年12月現在、メルコ
スールでは長さの測定機
具（１ｍ～100ｍ）、タク
シーメーター計、体温
計、流量計の技術基準が
加盟国間で批准されてい
る。

・EUとメルコスールの度
量衡関係機関により会議
が1999 年５月に実施さ
れ、左記共同プロジェク
トによって作成された度
量衡に関する作業の提案
「ALA93/15」について論
議された。

・左記の進捗状況につき確
認するとともに、左記に
加え、質量分野に係る新
たな活動内容があれば確
認する。

・左記について、進捗状況
を確認するとともに、可
能であれば、セミナーに
ついて、第２回目以降の
予定を確認する。

５）メルコスー
　ル加盟国との
　関連
ａ）メルコスー
　ル加盟各国
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

１）メルコスール加盟各国で、度量
衡分野に係るセミナーを開催し、
第１回セミナー（テーマは法定計
量）が、2000年２月にウルグァイ
で開催予定。メルコスール加盟各
国からの参加者については、２名
分の旅費がEUより全額支給され
ることを確認した。

２）メルコスール加盟各国で、相互
比較を行うことを検討している
が、詳細は未確認。

・第 ２ 次 短 期 調 査 に お い て 、
INMETROのINTN（特に質量分野）
への協力実績及び今後の可能性につ
いて、以下のとおりINMETROから
確認した。
１）メルコスール加盟国として実施
した協力として、1998 年 12 月、
INTI（アルゼンティン）とともに、
当時作成過程にあったパラグァイ
国の計量法の総則について、
INTNにアドバイスを行った。

１）予定を確認したとこ
ろ、下記のとおり。
第１回セミナー
：法定計量について
2000 年２月 / １週
間/ウルグァイ
第２回セミナー
：力量学について
2000 年３月 / １週
間/ブラジル
第３回セミナー
：標準の等積判定
時期は未定 / １週
間/ブエノス・アイ
レス
第４回セミナー
：一般普及のための巡
　回セミナー
時期は未定/各回２
日を４回 / メルコ
スール各国

２）下記の項目につい
て、EUとメルコスー
ル間で相互比較を行う
ことが決定された。
・電気エネルギー
・温度計
・体積（容積）
・密度計
（液体の密度）
・長さ（定規）
・力

・今後、INMETRO単独に
よる具体的協力は予定さ
れていない。とりあえず
は、メルコスール関連機
関における技術提携の枠
内で相互協力が行われる
旨、口頭で説明があっ
た。

・I N T N に対する今後の
INMETROからの協力
について、動きがあれば
それを確認する。

ｂ）ブラジル
・INMETRO
　（National
　Institute of
　Metrology,
　Standardi-
　zation and
　Industrial
　Quality：
　ブラジル国立
　標準研究所）
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

２）現在INMETROは、E1のプロ
トタイプを所有しているが、校正
室の環境管理が不十分なため、実
用不可能な状態にある。将来、校
正用に実用可能になった際には、
パラグァイの標準分銅を校正する
ことが可能である旨、口頭にて確
認した。
３）今後の協力形態として、例え
ば、メルコスール加盟国の度量衡
（特に質量分野）関係者を INME-
TROに集め、INMETROのス
タッフにより研修を行う、という
ような形での協力は可能である
旨、発言があった。また、必要経
費（交通費等）を各研究所負担と
することで、更に実現の可能性は
高くなる旨、コメントもあった。

・ブラジルの各州政府に属する検定・
検査機関であるIPEMs (States Age-
ncies of Weights and Measures)の
うち、パラナ州マリンガ（アスンシ
オンから約800㎞）にあるIPEMsに
おいて、INTNは500㎏のF2分銅22
個を２年毎に校正している。校正費
用は無料。

・輸送方法は、INTNの職員とドライ
バーが分銅を積載したINTNの検重
車に乗って現地まで赴く形をとっ
ている。

・INTN側から、最新の校正証明書の
写しを入手済み。

・INTNが独自に校正を実
施できるようになるま
で、今後も引き続き、同
じ方法で左記機関に依頼
することを、口頭で確認
した。

・今後、INTNのC/Pが、校
正のプロフェッショナル
としてメルコスール域内
ではどこでも通用するよ
う技師各自の成績等を基
に資格を与える、などの
コンセンサスが、域内の
度量衡技術提携などの関
係を利用してまとめるこ
とができれば、INTNの
信用度が上昇する。こう
いったグローバルな発想
やニーズをパラグァイ側
関係者に伝えるべく、短
期専門家などの派遣で補
うことは効果的である。

・左記に関し再確認し、今
後のスケジュールを確認
する。

・IPEMs
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・第２次短期調査では、組織改編（同
調査員派遣直前に行われた）の結
果、組織図上、度量衡部は、法定計
量課、化学工業計量課、タンクロー
リー検査課の３課体制となってい
た。なお、科学工業計量課はまだ人
員が配置されておらず、機能してい
ない。（1999.11.４現在）
　また、本プロジェクトの対象部課
は、度量衡部法定計量課であり、ま
た、同課の業務体制は以下のとおり
であることを確認した。
(1) 組織図上、法定計量課は質量、
体積、長さ、正味量（Premedido）、
圧力、電気の各セクション（ただ
し研究室は共有）から成るが、実
際に機能しているセクションは質
量、体積、長さの３セクションの
みである。

(2) 課員が各セクション別に配置
されておらず、法定計量課長を長
とした兼務体制である。

　(注) 第２次短期調査のミニッツの

Annex3には、正味量セクション

（p r e m e d i d o）の代わりに温度

（Temperature Division）が記載さ

れているが、これは正味量の誤り。

もともと温度セクションが存在し

たが、検査依頼が少ないことから、

第２次短期調査前に正味量セク

ションに変更された。

・第２次短期調査時に入手
した組織図は、第２次短
期調査直前に行われた組
織改編後を正確に表した
組織図ではなく、未完成
の暫定的なものであった
ことが、今回の調査で判
明した。第２次短期調査
時には、まだ新しい組織
図ができていなかったた
めとの説明が、今回パラ
グァイ側よりあった。組
織改編後の度量衡部の体
制は以下のとおり。
ａ）法定計量課
（Departamento de
Metrologia Legal）

ｂ）科学工業計量課
（Departamento de
Metrologia Cientifica-
Industrial：実際には
機能していない）

ｃ）プレシールセクショ
ン
（Divic ion Prec in-
tado：７月１日の通達
によって新設された部
署。主に石油燃料の元
締販売会社が子会社の
タンクローリーに分配
する際、定められた量
をタンクに給油後、
シールを貼って封印す
る業務。販売スタンド
で封印が切られていな
いことを確認して、お
ろす。ただし、元締販
売会社にある計測器が
正しい値を示している
かどうかの確認は、
I N T N の技術及び設
備・機材不足から実施
されていない。）

・左記について、確認する
とともに、最新の組織図
を入手し、ミニッツに添
付する。

(4) INTN度量
　衡部
１）組織
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

　また、本プロジェクト
の対象部課は、度量衡部
法定計量課であり、また
1999年７月１日に INTN
運営審議会から発令され
た通達の結果、同課の業
務体制は以下のとおりで
あることを確認した。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

(1) 組織上、法定計量課は
・「質量」
・「体積」
（その場で確認できるも
のが対象。例としてタン
クの校正、ガソリン給油
ポンプの検定等）

・「プリパック」
（Divicion de Preme-
didos：気体、固体、液
体にかかわらず、市販さ
れている商品の内容量検
査を行う。1999年７月１
日以前は、法定計量課の
各セクションが各々この
premedidos業務を実施
していた）

・「長さ」
・「電気」
・「圧力」
・「適正監査」
（Divicion de Fiscaliza-
cion：法定計量課の他の
セクションと組んで検査
業務を担当し罰金を徴収
する。現在は圧力セク
ションとのみ組んでその
業務を実施している。プ
リパックセクションと組
んでプロパンガスの内容
量検査・罰金徴収も実施
予定だが、時期は未定）

・「温度」
（実際に機能していない
ことから、第２次短期調
査時の組織図には明記さ
れていなかった）
のセクションで構成され
ている。

(2) 課員が各セクション別
に配置されておらず、法
定計量課長を長とした兼
務体制である旨、再確認
した。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・第２次短期調査後、組織図上設置さ
れていた法定計量課体積セクション
が機能を始め、ガソリンポンプ適正
検査（ガソリンスタンドの給油器の
表示が適切かどうか、スタンドで検
査する）の活動を1999年９月から開
始し、また、質量セクションにおい
ても、GLPプロパンガスボンベの適
正監査（プロパンガスボンベの重量
が表示どおりかどうか、市販されて
いるものを検査する）の業務が近日
中に開始される予定の旨報告がパラ
グァイ側からあったものの、配置人
員などは不明。

・第２次短期調査において、上記1)の
とおり、度量衡部が３課に分かれた
ものの、以前の度量衡部度量衡課職
員全員がそのまま法定計量課に配属
されたため、法定計量課の職員数及
び構成は第１次短期調査時の度量衡
部度量衡課のそれと変更なく、以下
のとおりであることを確認した。
ａ）専門職
（Metrology Technician）

11名
ｂ）事務系（運転手２名を含む）

３名

・なお、法定計量課長はメ
ルコスールのSGT-3（メ
ルコスールのサブグルー
プ：度量衡委員会）のパ
ラグァイ調整員も兼務し
ている。

・1999 年９月30日から同
年 12 月３日までのガソ
リンスタンドにおける適
正監査実績は以下のとお
り。

＊罰金額は、違反切符を
切った数による金額。
12月３日までに口座に
払い込まれた金額では
ない。

・プロパンガスの適正監査
に関しては、上記(1)に
述べたように、その業務
開始予定については未定
である旨確認した。

・左記について、ガソリン
ポンプの検査については
実績を、また、プロパン
ガスボンベの検査につい
てはその開始予定見込み
時期について確認し、
各々担当職員数も確認
し、ミニッツに記載す
る。

２）職員数

場　　所 監査数
罰 金

対象数
罰金額

アスンシオン、及び

その郊外
436 36 約 12,284

国道７号線 124 22 約 07,507

チャコ国道 39 4 約 01,365

国道１号線 70 14 約 04,777

国道２及び８

号線
62 12 約 04,095

合　　計 731 88 約 30,028



調 査 項 目

－29－

過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・定員数を含めて左記につ
いて現状を再確認すると
ともに、2000年度の増員
要求の現状及び見通しに
ついて確認する。

・1999年度の予算執行状況
及び2000 年度の予算要
求の現状及び見通しにつ
いて確認のうえ、ミニッ
ツに記載する。

３）予算及び収
　支実績

・なお、法定計量課の職制について、
聴取したところ、法定計量課長、同
課長補佐以外、職制はないことを確
認した。

・第２次短期調査後、専門職１名が転
職し、繊維部門から法定計量課に

　C / P 候補者２名が異動したため、
1999年 11月４日現在の専門職の職
員数は12名である旨、パラグァイ側
から報告があった。

・第２次短期調査において、1992年か
ら1999 年までの法定計量課の収支
実績を以下のとおり確認した。
（1992年～1998年は実績、1999年は
計画）

（単位：Guarani）
　1992年 Gs　157,712,280
　1993年 Gs　124,259,512
　1994年 Gs　176,926,382
　1995年 Gs　229,850,396
　1996年 Gs　262,662,078
　1997年 Gs　643,593,544
　1998年 Gs1,721,305,006
　1999年 Gs　573,267,913
　（１US＄＝Gs3,285

：1999年 11月 15日現在）

・左記について再確認し
た。

・1999年７月の組織改編及
び、本プロジェクトに伴
う人事異動により、度量
衡部全体では、大蔵省か
らの予算による職員数が
26名、INTNの自己収入
による職員数が６名であ
る。

・このうち、法定計量課は
大蔵省予算による職員が
14名で、自己収入による
職員はいない。

・この14名のうち、専門職
が12名、事務系が２名で
ある旨、確認した。

・1992年から1999年までの
法定計量課の収支実績を
以下のとおり確認した。
（1992 ～ 1998 年は実績、
1999年は1999年11月30
日までの実績）

　 （単位：Guarani）
1992年　Gs　157,712,280
1993年　Gs　124,259,512
1994年　Gs　176,926,382
1995年　Gs　229,850,396
1996年　Gs　262,662,078
1997年　Gs　643,593,544
1998年　Gs1,721,305,006
1999年　Gs　694,947,292
（１US＄＝Gs3,320
　：2000年１月24日現在）
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・法定計量課の1999年度上半期（1999
年１月～６月）の自己収入金額は、
２億4,967万875Gs（約913万円）、そ
のうち、トラックスケールの検定・
検査の収入金額は、１億3,395 万
2,800Gs（約490万円）を占める。

・INTNの各部門別の過去の自己収入
額は確認できなかったが、上記の法
定計量課の今年度上半期自己収入金
額をベースに試算したところ、法定
計量課の自己収入金額が、INTN全
体の自己収入額の約３割以上を占め
ていることを確認するとともに、口
頭でもこの内容を確認した。

・度量衡部の中で実際に収
入のある部署は法定計量
課であり、法定計量課の
1999年度11月末までの自
己収入金額は、４億1,525
万2,280Gs（約1,300万
7,903円）、そのうち、ト
ラックスケールの検定・
検査の収入金額は、２億
2,429万3,300Gs（約702
万6,055円）を占める。（件
数は444件）

・左記について再確認した
ところ、同様に各部門別
の過去の自己収入額は確
認できなかったが、上記
の法定計量課の今年度に
おける11月までの自己収
入金額をベースに試算し
たところ、法定計量課の
自己収入金額が、INTN
の自己収入額の約２割以
上を占めていることを確
認した。割合の減少につ
いて特に理由はなく、通
常 INTNは自己収入計画
を「到達目標」として位
置づけている。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・前回の調査で、今年度上半期（１月
～６月）の検定・検査項目別件数を
入手し、その主な内容は以下のとお
り。
ａ）体積測定用ポンプ 1,569件
ｂ）トラックスケール 　291件
ｃ）トラックスケール以外の

はかり 　104件
ｄ）分銅の校正 　 41件
（合計件数は2,507件）

・度量衡部の業務の流れは以下のとお
り。
ａ）検定・検査の受付（電話、FAX、

INTN訪問）
ｂ）業務計画の作成。
ｃ）距離、及び検定・検査の種類に
よって、実施期間を決める。
ｄ）トラックスケールの場合、技術
員がローテーションで15 日間に
わたって検定・検査を行う。
ｅ）技術員は検定・検査の技術レ
ポートを書記室（法定計量課）に
提出し、清書された後、度量衡部
長（Jefatura）課長（Director）が
署名し、最後に院長によって承認
される。
ｆ）運営部（Departamento admi-

nistrativo）から結果通知書が、要
請者に手交、もしくは郵送され
る。

・上記技術レポート（作業用、及び結
果通知用）を入手している。

・1999 年７～11月末まで
の、検定・検査項目別件
数を入手した。その主な
内容は以下のとおり。
ａ）体積測定用ポンプ

1,243件
ｂ）トラックスケール

　153件
ｃ）トラックスケール

以外のはかり
　 97件

ｄ）分銅の校正
　 47件

（検定・検査業務を含め
た、1999年～11月末まで
の法定計量課の業務件数
は2,159件）

・左記について再確認し
た。

・1999年度第３四半期（パ
ラグァイ国会計年度）の
検定・検査項目別件数を
可能であれば入手する。

・左記の流れ、及び技術レ
ポートの様式に変更がな
いか再確認する。

４）度量衡部の
　活動



調 査 項 目
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・過去には、度量衡部門において、国
連機関等から分銅などの供与はある
ものの、他機関からの協力はほとん
ど実施されていない。また、前回ま
での調査では、国連から供与された
機材を中心に調査したが、本プロ
ジェクトで利用可能な機材は非常に
限られていた。

・第２次短期調査時点で、度量衡部に
対して、他の援助機関からの援助は
なく、今後も本プロジェクト以外予
定はないことを確認した。

・第１次短期調査において、INTNは
商工省の管轄下にあるが、INTNの
組織・予算・人事等に係る実質的な
決定者がINTN院長であるとのパラ
グァイ側の申し入れから、プロジェ
クト責任者について、以下のとおり
確認し、前回の調査においても我が
方の考えを説明したうえで、プロ
ジェクト責任者について、前回の短
期調査時と変更ないことを確認し
た。
ａ）総括責任者：INTN院長
（Project Director）

ｂ）実施責任者：度量衡部長
（Project Manager）

・なお、第１次短期調査において、パ
ラグァイ側より、総括責任者につい
ては、「INTNの理事会の委任を受
けて」との一文をR/Dに加えるよう
にとの要望があったが、この文章は
R/Dの一文となっているため、変更
が非常に難しいことをパラグァイ側
に説明したうえで、聞き置いた。

・左記について再確認し
た。

・左記につき再確認し、
　R/D及びミニッツに記載
した。

・左記について再確認す
る。

・左記につき再確認し、
　R/D及びミニッツに記載
する。

５）他のドナー
　からの協力

６）プロジェク
　ト責任者
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

　その後、外務省による校閲の結
果、上記の一文を含めた形のR/D案
を、事前に原則同意を得るべく、パ
ラグァイ事務所経由でパラグァイ側
に提示したところ、INTNの運営審
議会の一応の了解は得たとして、現
時点では特段のコメントは得ていな
い。（1999．11．11現在）

・以下のとおり派遣することで確認し
ている。
ａ）チーフアドバイザー　１名
ｂ）業務調整　　　　　　１名
ｃ）質量　　　　　　　　２名
（質量標準、検定検査）

・第２次短期調査において、短期専門
家は特定分野での必要性に応じて派
遣すること、初年度の短期専門家の
派遣計画は、実施協議調査団派遣時
に確定することをパラグァイ側に説
明した。

・その後、本邦において2000年度に派
遣の必要な短期専門家を３名とした
案を検討し、ATSI（案）として取り
まとめた。
ａ）技術セミナー（開所式記念セミ
ナー）
ｂ）質量標準のトレーサビリティー
体系（Traceability Sys-tem for
Mass Standard）
ｃ）分銅の検定・検査方法
（Verification and Inspection
Methed for Weights）

・なお、プロジェクト全期間を通じ
て、合計９名程度の派遣を予定して
いる。

・R/Dについては下記第３
の２の項を参照。

・左記について再確認し、
R/D及びミニッツに記載
した。

・左記専門家にかかる A1
フォーム（アドバンスコ
ピー）を入手した。

・左記について協議し、
2000年度のATSIを策定
し、ミニッツに添付し
た。（ANNEX 19）

・左記にかかる専門家派遣
要望調査票（ドラフト）
を口頭でまとめ、後日ド
ラフトとして定型フォー
ムに記入することとし
た。

・左記専門家にかかる A1
フォーム（アドバンスコ
ピー）を入手した。

・R/Dについては下記第３
の２の項を参照。

・左記を改めて確認し、
　R/D及びミニッツに記載
する。

・左記専門家にかかる A1
フォーム（アドバンスコ
ピー）を入手する。

・左記について協議のう
え、2000年度のATSIを
策定し、ミニッツに添付
する。

・左記に係る専門家派遣要
望調査表を作成する。

・左記専門家にかかる A1
フォーム（アドバンスコ
ピー）を入手する。

４　日本側投入
(1) 長期専門家

(2) 短期専門家
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・第２次短期調査において、研修員受
入れは、基本的に現地での技術移転
の補完であることを再度説明したう
えで、パラグァイ側と協議した結
果、以下の点を合意した。
１）人数
　年間０～２名の受入れ
２）期間と時期
　期間については、最長２か月
間。また、受入時期については、技
術移転の効率の観点から、R/Dの
署名後、実際の協力機関が開始さ
れる前に研修員を受け入れる場合
もある。
３）研修内容
　日本における研修は、現地にお
ける専門家による移転技術を補完
するものであり、研修内容の例に
ついては、下記a)、b)のとおり説
明した。
ａ）「質量標準のトレーサビリティ
　ー体系の整備」分野では、計量研
究所における技術研修
ｂ）「検定・検査技術」分野では、都
道府県の検定所における視察

・その後、本邦において初年度のC/P
研修について検討したところ、以下
のように関係者間で確認している。
１）期間
　2000 年３月ごろに約２週間程
度
２）形態
ａ）初年度であり、C/P幹部を視察
型で受け入れる。
ｂ）日本における校正及び検定・検
査技術の現状、及び同技術に係る
各機関での業務の流れなどの研修
を中心とする。
ｃ）対象
　以下のカテゴリーに属するC/P
から選抜する。
ａ　プロジェクトダイレクター
ｂ　プロジェクトマネージャー
ｃ　プロジェクトコーディネー
　ター

・左記を再確認し、ミニッ
ツに記載した。

・左記について協議・作成
のうえ、結果をミニッツ
に記載した。

・左記（アドバンスコ
ピー）を入手した。

・左記について作成した。

・左記の再確認のうえ、ミ
ニッツに記載する。

・左記のついて受入計画を
協議・作成のうえ、結果
をミニッツに記載する。

・C / P 研修に係る A 2 A 3
フォーム（アドバンスコ
ピー）を入手する。

・左記にかかる研修員受入
要望調査票を作成する。

(3) 研修員受入
　れ



調 査 項 目
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

ｄ）受入人数
　２名程度

・第２次短期調査において、可能な限
り既存の機材を活用すること及びパ
ラグァイ側がプロジェクトのowne-
rshipを自覚することが肝要である
ことから、現地調達可能な安価な機
材については、パラグァイ側が調達
するという原則に基づき、技術移転
に直接関係する機材リストを作成
し、ミニッツに添付するとともに、
機材供与に係る以下の原則について
もパラグァイ側に説明し、ミニッツ
に記載した。

（原則）
日本側が供与する機材は、プロジェ
クトの技術移転の道具である。した
がって、機材供与は必要最小限にと
どめられ、特に供与後の機材に対す
る校正、更新等については、パラ
グァイ側の負担となる。

・その後、本邦において、検重車のス
ペックと１ｔ分銅の個数について
は、技術協力に必要なレベル、パラ
グァイ側の維持管理能力、日本側の
投入可能なレベル等を勘案したうえ
で、２(2)イに記載したように、F2
クラス１ｔ分銅40 個及びそれに対
応可能なフルトレーラーが適当であ
るということで、関係車間で確認し
たうえで、供与機材リスト（案）及
び仕様（案）を作成した。

・左記について協議、作成
し、ATSIに記載した。

・左記を再確認し、ミニッ
ツに記載した。

・左記についてパラグァイ
側に再度説明し、理解を
得、確認したうえで、供
与機材リストをミニッツ
に添付した。（Annex 20）

(4) 供与機材

・2000年度のC/P研修に係
る受入計画を協議、作成
のうえ、ATSIに記載す
る。

・左記を再確認する。

・左記についてパラグァイ
側に再度説明し、理解を
得、ミニッツに記載す
る。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・現時点でリストにあがっている機材
について、メトラートレド社の代理
店及びザルトリウス社の両代理店の
現地見積価格を参考までに入手済。
現在確認している納期、メンテナン
ス等の諸条件は以下のとおり。
・メトラートレド社
ａ）納期：はかりは発注後３～４
週間、分銅は６～10週間

ｂ）メンテナンス：保証期間中
（１～２年。物による）は基本的
には無料。ただし、誤操作等に
よるものは除外。また、２年目
以降はメンテナンスにかかる契
約書を作成する必要がある。

ｃ）据付経費：無料
ｄ）支払条件：CIF価格での購入
可

・ザルトリウス社
ａ）納期：通常発注後１～1.5か
月、場合によっては２か月

ｂ）メンテナンス：保証期間は１
年

ｃ）据付経費：無料
　近隣のブラジル、アルゼンティ
ンの代理店の技師を呼んで対応
可能。

ｄ）支払条件：CIF価格での購入
可

・なお、上記2-(2)-1）のとおり、E2
の標準分銅については日本の計量研
で値付けられたものを供与すること
で、通産省（計量研）の了解を得て
いる。

・左記についてパラグァイ
側と協議のうえ、供与機
材リストとしてミニッツ
に添付した。(Annex 20)

・現地調達予定機材に関し
ては、供与機材の内容の
性格から、大きく３つに
分けることが、現地調達
をより効率的に進めるた
めに有効であることを、
今回の調査によって確認
したところ、それぞれ当
該機材を取扱う２社代理
店（検重車に関しては、
取扱い店が１件）と複数
回にわたって面談し、仕
様、納期、契約条件等に
ついて確認し、パラグァ
イ事務所と相談のうえ、
現地調達の申請書類を準
備作成した。

・左記について、現地調達
の可能性があることを確
認し、左記原則について
パラグァイ側に説明し、
理解を得た。
　なお、協議の結果、当
座に必要な消耗品を上記
供与機材リストに加え、
見積りを取り付けた。

・左記（アドバンスコ
ピー）を入手した。

・左記の考え方をパラグァ
イ側に伝え、同意を得、
その旨ミニッツに記載し
た。

・パラグァイ側と協議のう
え、結果を供与機材リス
トとしてミニッツに添付
する。

・現地調達予定機材に関し
ては、複数社の代理店に
対し見積書を取り付ける
とともに、調達・契約条
件、納期、及び作業内容
の確認を行ったうえで、
JICAパラグァイ事務所
と相談のうえ、現地調達
の申請書類を準備作成す
る。

・消耗品、パーツの調達に
ついては、現地調達の可
能性を確認のうえ、原則
的にはパラグァイ側の責
任で調達すべきであるこ
とをパラグァイ側に説明
する。なお、協議の結果、
要すれば当座に必要な消
耗品等については、上記
供与機材リストに加える
こととする。

・左記供与機材に係る A4
フォーム（アドバンスコ
ピー）を入手する。

・E2分銅については、日本
において値付けをした後
供与する考え方につきパ
ラグァイ側に伝え、同意
を得るとともに、その旨
ミニッツに記載する。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

５　パラグァイ
　側投入
(1) 人員配置 (1) Counterpart Personnel

１）Project Director
２）Project Manager
３）Project Coordinator
４）Technical Coordinator
５）Technical C/P
ａ）トレーサビリティー体系の

整備　２名（内１名控え）
ｂ）検定・検査

　２名（内１名控え）
(2) Administrative Personal
１）広報担当
２）総務担当
ａ）予算担当
ｂ）調達担当　２名
３）印刷担当
４）セミナー担当
５）Supporting Staff
ａ）秘書
ｂ）ドライバー　２名

・「トレーサビリティー体系の整備」
の技術移転分野については、法定計
量課内に、C/P適任者が見あたらな
かったため、本プロジェクトの実施
に伴い、繊維部門から法定計量課に
異動する職員をC/Pとし、実施協議
調査団派遣時に改めて同C/Pの技術
能力を調査したうえで確定すること
とした。

・左記に変更がないか確認
し、最終的な人員配置計
画をミニッツに記載す
る。

・左記C/P ２名に対して、
技術力チェックを口頭に
て行い、その結果を踏ま
えて、最終的に確定す
る。

・その後、パラグァイ事務
所より供与機材の現地調
達に係る示達申請がJICA
本部あて提出され、現在
本部で手続き中である。
なお、１月19日付で外務
省との実施協議は終了し
た。

・左記に変更がない旨確認
し、左記人員配置計画を
ミニッツに記載した。

・左記について、次のよう
に確認した結果、C/Pと
して支障ない旨、確認し
た。
ａ）第２次短期調査直後
の８月９日に辞令をう
けた左記の C / P ２名
は、その後、トラック
スケールの検査に複数
回同行し、検査実務の
経験を重ねている。
（Yano氏は５台、Silvio
氏は２台）
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

ｂ） INTNに持ち込まれ
る小型のはかり、及び
分銅の検査についても
対応している。

ｃ）異動してきた２名は
両者ともエクセル、ワ

　ード及びCADは問題
なく操作できる。

　（Yano氏はエクセルを
利用した度量衡部の統
計要覧を作成中であ
り、完成後にはこれま
でに法定計量部が実施
した検査実績に関する
データベースの追跡調
査、検索などが可能に
なる。今回の調査時点
での完成度は70％。完
成予定は1999年 12月
末。

ｄ）ブラジル（マリンガ
州）で使用している技
術基準をパラグァイの
細則（日本でいう省
令；検定・検査規則）と
するための準備とし
て、ポルトガル語から
スペイン語への翻訳を
行っており、翻訳作業
はSilvio氏が主体とな
り、Yano氏及びGarcia
氏の計３名で、2000年
１月末完成をめどに作
業中である。

・なお、両氏はトラックス
ケールの検査のほか、流
量計等の検査も行ってお
り、度量衡全般に関する
業務に従事している。

・これまでに、関連する企
業、又はラボ等への訪問
の機会はない。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・第２次短期調査において、プロジェ
クト実施期間中（2000年～2003年）
のプロジェクトに係る予算表を作成
し、その内容を確認した。

・パラグァイ側のローカルコストの負
担が不可能になり、プロジェクトの
進捗に支障をきたすことのないよ
う、パラグァイ側の主体性も踏ま
え、ミニッツにローカルコストの負
担義務について、改めて明記するよ
う、JICAパラグァイ事務所よりコ
メントがあった。

・第２次短期調査において、プロジェ
クトに係る予算について、パラグァ
イ側の自助努力を促進するために、
今後、同予算、特に機材に係る予算
を増加するようにパラグァイ側に要
請し、パラグァイ側から最善を尽く
すとの返答を得ている。

・第２次短期調査において、日本側供
与機材以外のプロジェクト実施に必
要な機材等については、パラグァイ
側が準備することとし、パラグァイ
側が用意する暫定的な機材リストを
ミニッツに添付した。

・その後、パラグァイ側が用意する機
材リストの提出が改めてあった。

・パラグァイ側のローカル
コスト措置を中心に予算
計画（2000年度～2003年
度）を確認し、ミニッツ
に添付する。

・左記に関しては、パラ
グァイ側と協議のうえ、
ミニッツに記載する。

・左記について再確認のう
え、上記に含めてミニッ
ツに記載する。

・パラグァイ側が新規に購
入すべき機材について
は、必要な仕様につきパ
ラグァイ側と協議のうえ
決定するとともに、購入
時期を確認し、ミニッツ
に記載する。

・左記について確認し、ミ
ニッツに添付した。
（Annex 26）

・左記について、今後の予
算確保・増加を含め、ロ

　ーカルコストに関連した
下記項目をパラグァイ側
と確認し、ミニッツに記
載した。
ａ）必要なフルタイム

C/Pを配置する。
ｂ）C/Pに対し、超過勤
務手当を含む給与予算
を確保する。

ｃ）C/Pがプロジェクト
の活動をするために必
要な予算を確保する。

ｄ）燃料、スペアパー
ツ、及び、機械、機材、
分銅、天秤、車両の維
持にかかる経費を確保
する。

ｅ）プロジェクト活動を
行うために必要な、そ
の他の消耗品に係る経
費を確保する。

ｆ）日本からの供与機材
に係る通関手数料を確
保する。

ｇ）車両保険に係る費用
を確保する。

・パラグァイ側が新規に購
入する機材についてパラ
グァイ側と協議のうえ決
定し、ミニッツに記載し
た。なお、購入時期につ
いては、おおよそ2000年
３月以降であればプロ
ジェクト開始後必要に応
じて適宜購入可能である
旨、パラグァイ側より説
明があった。

(2) 予算措置

(3) 機材



調 査 項 目

－40－

過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・1998年度予算では、３棟（各棟８研
究室）からなる新度量衡ラボの建設
を予定しており、建屋（新規度量衡
ラボ）の建設費（12億8,876万Gs、
約6,400万円相当）はパラグァイ側
1998年度予算の中で確保され、1998
年度中に着工される予定であった
が、その後、パラグァイ側の同建設
費の見積の不備により、応札価格
（35億Gs）が予定価格を約３倍も上
回ったため、1998年度内に契約でき
ず、新ラボの設計、及び地質調査の
みを実施し、確保済であった予算の
残額も国庫返納された。

・第１次短期調査において、INTNと
しては新度量衡ラボの建設につい
て、パラグァイ政府に引き続き予算
要求をしていく意向であることを確
認したが、依然、予算確保、及びこ
の予算に基づく建設計画等に不確定
な点が多いため、プロジェクトを早
期に立ち上げるためにも、第２次短
期調査において新ラボの完工時期に
かかわらず既存施設を改修して、プ
ロジェクトサイトとして活用するこ
とについて、パラグァイ側と合意し
ている。

・第１、２次短期調査において、プロ
ジェクトサイトの候補施設として、
INTNの敷地内にある、繊維ラボ内
の会議室を検定・検査室に、また同
倉庫を校正室にすることにつき、確
認済み。

・既存の機材については、
左記項目について確認
し、ミニッツに添付し
た。（Annex 24）

・複数のローカルコンサル
タント及び施工業者と、
数回にわたって面接し、
妥当と思われる業者は、
ローカルコンサルタント
が２社、施工業者が３社
であった。

・左記について確認し、ミ
ニッツに添付した。
（Annex 22(2)）

(4) 施設

１）検定・検査
　室及び校正室
ａ）サイト

・左記機材リストのうち、
既存の機材については、
稼働状況、設置場所、管
理状況等を確認する。

・左記について、下記1)b)
のとおり、今次調査にお
いて施設改修にかかる基
本設計を行うとともに、
詳細設計、施工管理にか
かるローカルコンサルタ
ントの選定、及び施行業
者の選定に係る準備業務
を行う。

・今次調査において、下記
b)の改修工事の対象エリ
アを確認するとともに、
改修後の繊維ラボのレイ
アウトを協議・確認のう
え、ミニッツに添付す
る。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・前回までの調査で確認した改修条件
及び、現在までに入手した資料を基
に、本邦において、とりあえずの実
施計画スケジュール案を準備した。

・1999年１月にJICAパラグァイ事務
所を通じて、既存施設を改修するこ
とによって、本プロジェクトを実施
することが可能という連絡を受けた
時点では、改修費用は1999年４月の
補正予算改定時に負担できる旨、報
告があった。

・前々回の短期調査において、政府の
緊縮財政のため、改修費用が政府か
ら配賦される可能性がほとんどない
旨の説明があったが、我が方は聞き
置き、また、改修後の施設・設備の
維持管理費についてはパラグァイ側
の予算で負担可能である旨、説明を
受けた。

・左記について作成、協
議、確認し、ミニッツに
添付した。（Annex 21,
22(1)）
主な予定時期は以下のと
おり。
口上書交換：１月末
ローカルコンサルタント
入札：２月下旬～３月上
旬
現地建設会社説明会：３
月上旬
契約・着工：３月中旬
完工：７月中旬
機材の設置：７月中旬～
８月中旬

・概算工事費は
（単位：US＄）
ａ）コンサルタント

詳細設計 4,800
施工管理 9,000

ｂ）改修工事
 98,436.48

ｃ）予備費（10％）
 11,223.65

計 123,460.13
（約1,284万円）

（１US＄＝104円
：１月統制レート）

・複数のローカルコンサタ
ント及び施工業者と、数
回にわたって面接し、妥
当と思われる業者は、ロ

　ーカルコンサルタントが
２社、施工業者が３社で
あった。（左記を作成し、
後日パラグァイ事務所よ
り実施計画書の提出があ
り、１月12日付で外務省
との実施協議を終了して
いる。）

・施設改修に係る基本設計
調査を行うとともに、右
基本設計レポートを作成
し、内容及び実施計画ス
ケジュールにつき、パラ
グァイ側と協議、確認
し、ミニッツに添付す
る。

・概算工事費を算出し、ミ
ニッツに添付する。

・詳細設計及び施工管理に
かかるローカルコンサル
タントの選定準備、及び
施行業者に係る選定準備
のための調査・協議を行
う。

・JICAパラグァイ事務所
と相談のうえ、実施計画
書（案）等を作成する。

ｂ）改修計画

ｃ）改修経費
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・左記について確認し、ミ
ニッツに記載した。

・今後の取り進め方につい
ては、上記b)に従って大
使館、及びパラグァイ事
務所に説明のうえ、意見
交換を行い、口上書の交
換などの側面支援をお願
いした。（在パラグァイ
日本国大使館からパラ
グァイ外務省への手続き
は完了しているものの、
パラグァイ国関係機関
（外務省、企画庁、商工
省）における口上書交換
などの対応システムに変
更があったため、また、
外務省の担当官も異動が
あったため、以前に比較
して口上書交換には時間
を要し、在パラグァイ日
本国大使館の説明による
と、交換が完了するのは
２月上旬の見込みである
とのこと）

・2003年以降に新しいラボ
が完成したとしても、技
術協力は改修されたラボ
で行われる旨、確認し、
ミニッツに記載した。

・検定・検査及び校正室の
移転は、計測機器の移動
を意味し、その移動は右
機器の精度の低下をもた
らすことから、プロジェ
クト終了後も、検定・検
査及び校正室を新ラボに
移転しない方が好ましい
旨コメントし、パラグァ
イ側に説明し理解を得、
その旨ミニッツに記載し
た。

・左記について、上記b)を
通じプロジェクト基盤整
備事業によってカバーす
る改修範囲を確認し、ミ
ニッツに記載するととも
に、今後の取り進め方に
つき JICAパラグァイ事
務所及び大使館と意見交
換を行う。

・左記について、パラグァ
イ側に再度説明・確認を
行い、ミニッツに記載す
る。

・パラグァイ側から、新政権樹立後
も、引き続き改修費用の負担が不可
能である旨、説明があったため、我
が方から、プロジェクト基盤整備事
業による我が方負担の対応を説明
し、理解を得て合意した。

・第２次短期調査において、技術移転
期間中に、パラグァイ側が止むを得
ず、新ラボへの移転を希望する場合
は、事前にしかるべき相談を日本人
専門家に行うとともに、これに係る
費用はパラグァイ側が負担すること
を説明し、パラグァイ側の同意を
得、その旨、ミニッツに記載した。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・ミニッツに添付した供与
機材リストをもとに、校
正室及び検定・検査室の
機材レイアウト（案）を
作成し、ミニッツに添付
した。（Annex 9）

・左記について、日本側の
検討結果をもとにパラ
グァイ側と協議し、専門
家執務室レイアウト
（案）をミニッツに添付
した。（Annex 23）

・左記について確認し、そ
の旨図示された図面をミ
ニッツに添付した。

・引き続き2000 年度予算
として要求中であり、そ
の旨ミニッツに添付し
た。

・左記a)～d)を見直し、ミ
ニッツに添付した。
(Annex 11, 13, 16, 18)

ｄ）機材レイア
　ウト

２）専門家執務
　室

３）計量ラボの
　新設

第３　その他
１　計画管理表

・第２次短期調査において、機材レイ
アウトを作成し、双方で確認した。

・第２次短期調査において、専門家及
びC/P用執務室については、以下の
とおり確認した。
ａ）専門家とC/Pは、コミュニケー
ションを円滑に行うために、同じ
部屋で執務することとし、繊維ラ
ボ内の１室を執務室として使用す
る。
ｂ）パラグァイ側が同執務室をプ
ロジェクト開始までに用意すると
ともに、プロジェクト実施に必要
な事務機器を同執務室に設置す
る。

・第２次短期調査で、INTNの繊維部
門からリクエストのあった繊維ラボ
へのアクセスについては、専門家執
務室の左側（現在壁）の部分に扉を
新たに設置することで問題ない旨、
口頭にて了解を得ている。

・その後、パラグァイ側から提出の
あった同執務室のレイアウトをもと
に、日本サイドの考え方を検討中。

・2000年度予算では、残り２棟の建設
費用として、25億 1,000 万 Gs（約
9,200万円）を予算要求中。

・第２次短期調査において、以下の計
画管理表（案）を作成し、ミニッツ
に添付した。
ａ）プロジェクト・デザイン・マト
リックス（PDM）
ｂ）技術協力計画（TCP）
ｃ）活動計画（PO）

・可能であれば、最終的な
供与機材リストをもと
に、機材レイアウト（案）
を作成しミニッツに記載
する。

・左記について、改修案を
踏まえ、日本側で検討し
た結果、可能であれば事
前にパラグァイ側に提出
し、実施協議の際に確認
のうえ、ミニッツに添付
する。

・左記について確認し、そ
の旨図示された図面をミ
ニッツに添付する。

・INTNの新ラボの建設計
画（予算要求計画を含
む）の進捗状況を聴取
し、ミニッツに記載す
る。

・必要に応じて、パラグァ
イ側と協議のうえ、左記
を見直し、ミニッツに添
付する。
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

ｄ）暫定実施計画（TSI）
・その後、本邦にて、上記の計画管理
諸表を一部見直すとともに、2000年
度に係る以下の計画管理諸表（案）
を作成した。
ａ）年次技術協力計画（ATCP）
ｂ）年次活動計画（APO）
ｃ）年次暫定実施計画（ATSI）

・R/D案を作成し、事前に同意を得る
べく、事務所経由にてパラグァイ側
に提出済であり、INTNの運営審議
会の一応の了解を得ている。（1999．
11．11現在）

・第２次短期調査において、同委員会
の目的・メンバーについて協議した
結果、商工省、企画庁、産業界関係
者の代表を含めることを合意してい
る。

・パラグァイ側より、小委員会につい
ては、特に設置の必要性がない旨、
発言があった。

・第２次短期調査において、PCM手
法及び評価５項目に基づく評価及び
プロジェクトの終了時評価の時期に
ついて、概要を改めて説明し、ミ
ニッツに記載するとともに、評価５
項目をミニッツに添付した。

・現在までの調査で、専門家により技
術移転、C/Pの本邦研修にはいずれ
も英語を用いることを確認してい
る。

・左記について、パラグァ
イ側と協議したうえで、
必要に応じて見直し、ミ
ニッツに添付する。

・R/D案について、第２の
協議事項を踏まえてパラ
グァイ側と協議し、同意
を得、署名・交換する。

・左記に関し再確認し、
　R/D、ミニッツに記載、及
び添付する。

・左記を再確認するととも
に、プロジェクト６か月
後をめどにモニタリン
グ・評価計画書（案）を
作成及び確定させること
を確認し、ミニッツにそ
の旨を記載する。

・左記について再度確認
し、ミニッツに記載す
る。

・左記a)～c)を作成し、協
議し、ミニッツに添付し
た。（Annex 15, 17, 19）

・R / D 案について、パラ
グァイ側と協議し、同意
を得、署名・交換した。

・なお、署名式にはアセベ
ド商工大臣も出席・署名
され、報道関係者出席の
下、認証制度の確立、メ
ルコスールにおける輸出
力強化、及びパラグァイ
国内の消費者保護の多方
面に対し本プロジェクト
が重要であること、及び
今後の進捗に注目してい
る旨、発言があった。

・左記に関し再確認し、
　R/D、ミニッツに記載、及
び添付した。（Annex 1）

・左記に関し再確認及び確
認し、R/D、ミニッツに記
載した。

・左記について再確認し、
ミニッツに記載した。

２　R/D

３　合同調整委
　員会

４　合同評価

５　使用言語
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過去３回の調査結果 現状及び問題点 対　処　方　針 調　査　結　果

・第２次短期調査では、広報の重要性
を説明し、パラグァイ側の理解を得
るとともに、実施協議調査時のR/D
署名式の広報、プロジェクトのリー
フレットの作成、開所式等について
ミニッツに記載した。その後、パラ
グァイ側からパラグァイ事務所を通
してR/D署名式のプレスリリース
（案）が提出された。

・プロジェクトの実施やモニタリング
のための共通様式をマイクロソフ
ト・オフィス等のソフトウェアを
使って作成するとともに、一部につ
いては可能な範囲で実施協議調査ま
でに案を作成することとした。
(1) INTNの検定・検査の顧客リス
ト
(2) プロジェクトの成果を全国的
に普及するうえで INTNが協力
すべき計測機製造・輸入・修理に
係る業者、及び業界団体等のリス
ト
(3) C/Pの技術力モニターシート
(4) プロジェクトで実施する検定・
検査サービスの記録
(5) 写真つきの機材管理台帳
(6) セミナー参加者への質問表・評
価アンケート
(7) セミナー以外のサービスを利
用した組織や個人への質問表・評
価アンケート

・第２次短期調査において、事務所員
からのヒアリングによると、1999年
３月に起こった副大統領暗殺事件直
後は一時治安が悪化したものの、現
在では平常どおりであることを確認
した。

６　広報

７　共通フォー
　マット

８　専門家の生
　活環境

・左記に関する重要性を再
度説明し、要すればその
結果をミニッツに記載す
る。

・可能であれば、INTNの
広報担当の現在の活動内
容を確認する。

・左記について、INTNの
既存リストを確認・意見
交換のうえ、可能な限り
共通フォーマット案を作
成しミニッツに添付す
る。

・左記現状を再確認する。

・左記に関し、再度説明し
ミニッツに記載した。

・現在の広報活動は、管
理・経理部（Direccion
Administracion y Finan-
ciera）の総務課、広報セ
クションが一括して行っ
ており、マスメディアへ
のプレスリリース作成及
び発行はこのセクション
で実施されている。

・左記について、意見交換
し、(3)(5)に関しては共
通フォーマット案を協
議、作成し、ミニッツに
添付した。（Annex 29,
30）

・(4)(6)(7)については、
プロジェクト開始までの
間に、日本側が案を作成
してパラグァイ側に送付
しパラグァイ側が検討す
る旨、ミニッツに添付し
た。（Annex 31）

・(1)(2)については、現在
パラグァイ側がデータ
ベースを作成しているこ
とから、完成次第日本側
へ送付する旨、ミニッツ
に添付した。（Annex 31）

・左記について再確認し
た。
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第３．調査団総括報告第３．調査団総括報告第３．調査団総括報告第３．調査団総括報告第３．調査団総括報告

３－１　調査所見

(1) 企画庁、商工省は本プロジェクトに対し、「メルコスールにおける輸出力強化」及び「パ

ラグァイ国内の消費者保護」の両面において多大の期待をよせ、本プロジェクトの進捗ぶりを

注目している。

(2) INTNにおいては前記事項に加え、本プロジェクトにより度量衡部が強化され、そのことに

よってより一層の自己収入が増大することを期待している。

(3) このようなことから、実施機関であるINTN度量衡部をとりまく関係機関、及び関係者は、

本プロジェクトに理解があり、このため、本プロジェクトに直接携わるINTN度量衡部として

も、本プロジェクトに組織として取り組み、積極的に対応し得る体制が整っている。

(4) INTN度量衡部では、Gonzalez部長、Zully法定計量課長をはじめ、Yanoテクニカルコー

ディネーター及び４名のテクニカルC/Pは、いずれも熱心かつ積極的で、我が方に対し、協力

的な姿勢を示している。

　この意味で、技術協力を実施する際に基本となる専門家とC/Pの「良好的な人間関係」は十

分保ち得るものと期待できる。

(5) パラグァイ国政府の予算は逼迫しているものの、本プロジェクトに対する期待から、INTN

予算の相応が認可される見込みである。また、INTN度量衡部における自己収入を本プロジェ

クトに充当できることもあり、本プロジェクトに係る必要最小限のローカルコストは確保され

るものと考えられる。

(6) 本プロジェクトの協力期間は３年間であり、短期決戦型となっている。このため、プロジェ

クトの立ち上がり時期が最も重要となる。プロジェクト基盤整備費による建屋改修と機材の現

地調達については、互いにタイミングを図りながら、スムーズにことを運ぶよう、十分留意し

なければならない。この点が本プロジェクトの成否を握る鍵になるといっても過言ではない。

３－２　留意点

(1) 既存建屋の改修（スケジュール及びグレード）

１）実施計画（12月）

２）口上書交換（１月中旬）

３）ローカルコンサルタント選定（２月中旬）

４）施工業者選定（３月中旬）

５）工事管理（７月中旬完工）

　今回取扱う施設が、特殊な施設環境条件を要することから、ローカルコンサルタント及び施
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工業者の選定にあたっては、施設関連専門家による判断が重要となる。

　口上書の交換、業者の選定ともに、パラグァイ事務所との連携が重要となる。

(2) 供与機材

１）スケジュール及び仕様について

ａ）実施計画（12月）

ｂ）業者選定（２月下旬～３月上旬）

ｃ）納期（３か月～６か月）

ｄ）検収（７月中旬～８月上旬）

　今回の調査中、頻繁に複数の業者と打合せを行ったことにより、仕様どおりの機材のほぼ

すべてにおいて、現地調達が可能であることが確認できた。

　供与機材の性格から、調達（発注）先を「分銅、天秤関連」「検重車」「フォークリフ

ト」の３つに分けることが、適切でかつ効率的な現地調達を行うのに有効であることを確認

し、「検重車」以外は複数の業者と打合せができた。（「検重車」に関しては、本調査時ま

でに、適切な車両を取扱う業者が１社のみ応札したため、その業者と打合せを行った）

　それぞれの機材の性格ごとに納期が異なるので、パラグァイ事務所（契約担当役）が入

札、発注などを実施する際注意が必要になり、本部において十分にフォローする必要があ

る。

注）その後、更に業者と仕様詳細をつめていき、現地事務所及び本邦関係者による調整

で、最終的には「分銅関連」「天秤関連」「検重車」「フォークリフト」の４つに分け

て入札することが適切であると判断された。

　また、検重車については、本調査後、更に１社が応札し、最終的には２社による入札

の方法となった。

２）規模について

　当初、協力範囲を質量分野に限ったプロジェクトということで、供与機材金額に関して

は、他の類似案件（質量、圧力、長さ等、標準を扱うプロジェクト）の金額から１億円程度

が見込まれていた。

　しかし、数回にわたる調査の結果、パラグァイ国の質量標準（検定・検査）に係る実績か

ら、トラックスケールなどの大容量（大型分銅を使用）分野の検定・検査のニーズが大きい

ことを確認した。

　同様に、調査の結果、本プロジェクトではOIMLの規則に従って技術協力を行うこととし

ていることから、大容量の分銅、特に１ｔ分銅については、OIMLに基づき、本プロジェク

トの技術協力に必要最低限な比較器などの関連機器とともに供与することでパラグァイ側と

合意し、右が大型であることから、必然的に相応の価格（約１億6,393万6,000円）となっ
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た。

　また、検重車についても、当該重量の分銅を積載可能で、OIMLに従った方法で検定・検

査可能な車両（約1,733万5,000円）を供与機材とした。

(3) 広報

１）パラグァイ国民一般への啓蒙

２）関連法体系の整備等

　商工大臣をはじめ、INTN関係者は本プロジェクトの重要性を認識している。本分野の充実

のためには官人、一般市民を問わず、啓蒙すること、広報を行って認識を高めることが重要で

あることを強調し、関係機関を巻き込みながら、プロジェクトがすすんで広報活動を行う必要

がある。

(4) 本邦での研修

　技術移転については、長短の専門家によってパラグァイで実施可能だが、それ以外の部分、

例えば、院内での業務の流れ、処理の方法、広報活動などについても、本邦での技術研修の際

に併せて研修する必要がある。
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１　R/D（討議議事録）

２　M/D（ミニッツ）

３　石井正国団員の調査報告書

４　根田和朗団員の調査報告書

５　上山辰巳団員の調査報告書

６　新聞記事

７　施設改修計画の基本設計
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